
障害者・重度障害者（長時間労働・短時間労働）チェックリスト

市川市　経済部　産業振興課雇用労政グループ

（共通要件）

□雇用時に市川市に居住し、かつ現在も市内に住民登録をしている。

（例：雇用日が平成28年10月1日の場合、平成28年10月1日から現在まで市川市に居住）

障害者

※いずれかにチェック

重度障害者

□千葉障害者職業センターが証明する
　　判定書
　　「障害者の雇用の促進等に関する法律」の
　　第２条第５号の重度知的障害者

　　２０歳以上は　Ａ　の１、

　　　　　　　　　　　Ａ　の２

　　２０歳未満は　Ａ

□療育手帳（Ａの１、Ａの２）

□身体障害者手帳（１級～２級）

勤務時間につきましては、6ヶ月勤務した場合、実働時間を26週で割り返して計算します。
計算の結果、基準時間を超えない場合でも例外がありますので、別紙補足資料「実労働時間の考え方に
ついて」をご覧ください。

　

□療育手帳（Ｂの１、Ｂの２）

障害者に該当した方は、雇用した日の年齢が45歳未満と45歳以上で申請の時期が異なりますのでご注意
ください。

※いずれかにチェック

□身体障害者手帳（３級～６級）

労働契約上、１週につき
２０時間以上３０時間未満勤務

労働契約上、１週につき
３０時間以上勤務

重度障害者（短時間勤務） 重度障害者（長時間労働）

労働契約上、１週につき３０時間以上勤務

障害者

□千葉障害者職業センターが
　　証明する判定書
　「障害者の雇用の促進等に関する
　　法律」の第２条第４号の知的障害者
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